
○ 落とし物を拾ったら

① 落とし物を拾った

場所は？

一般の路上等 施設内(駅構内やデパート内等)

②拾った物を届ける

ところは？

警察署・交番等に届けます 受付案内又は従業員に届けます

※届けた物は施設の責任者

から警察に届けられます

③落とし主からお礼をもらう権利、

落とし主がわからない時に拾っ

た物を引き取る権利は？

拾った日の翌日 拾った日の翌日 拾った時から 拾った時から

から８日以上経 から１週間以内 ２４時間以内 ２４時間以上

ってから届けた に届けた場合 に届けた場合 経ってから届

場合 けた場合

ありません あります あります ありません

※預り書をお渡し ※施設より預り書を

します もらいましょう

※ただし、運転免許証やキャッシュカードなどの個

人情報の入った物は引き取る権利がありません

④権利の中身と手続きは？

落とし主に落とし物が返ったとき 落とし主がわからず３か月経過した

とき

拾った物の価値の５～２０％のお 拾った物をお引き渡しできますので、

礼がもらえますので、落とし主よ 引き渡しできる日から２か月以内に

りお礼をお受け取りください 警察署におこしください

落とし主が探しています。早めに届けましょう


